
北谷町小原で開山式 
　5月31日に北谷町小原地区で、赤兎山・大長山の山

開きが行われました。 

　当日はあいにくの雨模様でしたが、式典終了後ボラン

ティアの皆さんによる手打ちそばが振る舞われました。 

　また、お昼に向けて、いのししの肉を使用した「しし

バーガー」や地元で採れた天然わさびや山菜類の販売も

行われました。 

　小原区長さんによると、「登山者は年々増えていますが、

が、登山協力金の徴収などのおかげでマナーがとても良

くなってきています。」とのことです。 

青年海外協力隊のキャラバン隊が訪問 

　5月28日に青年海外協力隊の全国広報啓発キャラバ

ン隊が勝山市役所を訪問されました。 

　青年海外協力隊事業は、国際協力機構（JICA）が実

施する海外ボランティア事業で、国際的にも高い評価を

得ています。 

　昨今は応募者が減少傾向にあるそうですが、興味のあ

るかたは、ぜひご連絡ください。 

　 未来創造課（188-1115） 
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勝山市の平成21年度国民健康保険税額（年額） 

高額医療・高額介護合算療養費支給額算出基準 

所得割額 

資産割額 

均等割額 

平等割額 

限 度 額 

医　療　保　険　分 介護保険分（40～64歳） 後期高齢者支援金分 

課税標準額※①×3.0％ 

課税標準額※②×23.0％ 

※①　平成20年中の総所得など－33万円　　　 
※②　平成21年度固定資産税額（都市計画税を除く） 

被保険者1人あたり 
 1万3,000円 

1世帯あたり　1万3,500円 

47万円 

①　高齢受給者証の 
　負担割合が「3割」 

②　①、③、④以外 

③　世帯員全員が 
　市・県民税非課税 

課税標準額※①×1.3％ 

課税標準額※②×5.0％ 

被保険者1人あたり 
 6,500円 

1世帯あたり 5,000円 

10万円（H20は9万円） 

課税標準額※①×1.4％ 

課税標準額※②×5.8％ 

被保険者1人あたり 
 7,000円 

1世帯あたり 6,000円 

12万円 
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70歳～74歳の 
かたの場合 
70歳～74歳の 
かたの場合 

H２０.8～H２１.7末 
までの基準額(Ⅰ)

H２０.4～H２１.7末 
までの基準額(Ⅱ)

67万円 

56万円 

31万円 

89万円 

75万円 

41万円 

19万円 25万円 

④　③のうち、世帯員
全員の所得が、一定
以下（年金収入８０万
円以下など） 

①　世帯員全員の合 
　計所得が600万円 
　以上 

②　①、③以外 

③　世帯員全員が 
　市・県民税非課税 

70歳未満の 
　　かたの場合 
70歳未満の 
　　かたの場合 

H２０.8～H２１.7末 
までの基準額(Ⅰ)

H２０.4～H２１.7末 
までの基準額(Ⅱ)

126万円 168万円 

67万円 

34万円 

89万円 

45万円 
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介
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の
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れ
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介
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割
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※
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で
は
、
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月
か
ら
当
年
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月

ま
で
の
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己
負
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額
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計
算
さ
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が
、

平
成
２１
年
度
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平
成
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年
4
月
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平
成
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7
月
末
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か
月
間
の
自
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担
額
が
、
左
表
の
（
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）

の
基
準
額
を
超
え
る
場
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、
そ
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超
え

た
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平
成
２１
年
7
月

末
の
１２
か
月
間
の
自
己
負
担
額
が
（
Ⅰ
）
の

基
準
額
を
超
え
た
額
を
比
較
し
、
支
給
額
の

大
き
い
額
を
支
給
し
ま
す
。

※
詳
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は
、
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月
末
の
被
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険
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証
の
更

新
の
際
に
お
知
ら
せ
し
ま
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